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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 20日 (2004.12.20)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 シ ス テ ム の 検 証 方 法
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の マ ス タ が 記 憶 領 域 を 共 有 す る シ ス テ ム の 検 証 方 法 で あ っ て 、
　 検 証 開 始 時 に 、 全 マ ス タ に 共 通 の ス コ ア ボ ー ド に 、 各 記 憶 素 子 の 各 ア ド レ ス と 対 応 付 け
て そ の ア ド レ ス に 記 憶 さ れ た デ ー タ の 初 期 値 を 設 定 し 、
　 各 マ ス タ が あ る 記 憶 素 子 の あ る ア ド レ ス へ ラ イ ト ア ク セ ス す る 際 に 、 前 記 ス コ ア ボ ー ド
に お い て そ の ア ド レ ス と 対 応 付 け ら れ た デ ー タ を 、 書 き 込 ま れ る デ ー タ で 更 新 し 、
　 各 マ ス タ が あ る 記 憶 素 子 の あ る ア ド レ ス に リ ー ド ア ク セ ス す る 際 に 、 そ の 記 憶 素 子 か ら
読 み 出 さ れ る デ ー タ と 、 前 記 ス コ ア ボ ー ド に お い て そ の ア ド レ ス と 対 応 付 け ら れ た デ ー タ
と の 比 較 を 行 な う こ と を 特 徴 と す る 検 証 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 シ ス テ ム が バ ス 上 の ト ラ ン ザ ク シ ョ ン を 監 視 す る バ ス モ ニ タ を 有 し 、 こ の バ ス モ ニ
タ が こ の ト ラ ン ザ ク シ ョ ン に 応 じ て 、 前 記 ス コ ア ボ ー ド の 読 み 書 き 及 び 比 較 を 行 な う こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 検 証 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 記 憶 素 子 に ア ク セ ス す る マ ス タ が 、 前 記 ス コ ア ボ ー ド の 読 み 書 き 及 び 比 較 を 行 な う
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 検 証 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 検 証 開 始 時 に 、 前 記 ス コ ア ボ ー ド に 各 記 憶 素 子 の ア ド レ ス と 対 応 付 け て 、 そ の ア ド
レ ス が 書 き 込 み 可 能 か 否 か を 設 定 し 、



　 各 マ ス タ が あ る 記 憶 素 子 の あ る ア ド レ ス へ ラ イ ト ア ク セ ス す る 際 に 、 前 記 ス コ ア ボ ー ド
に お い て そ の ア ド レ ス が 書 き 込 み 不 能 と 設 定 さ れ て い る 場 合 は 、 そ の ス コ ア ボ ー ド に お い
て そ の ア ド レ ス と 対 応 付 け ら れ た デ ー タ の 更 新 を 禁 止 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の 検 証 方 法 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 シ ス テ ム の 検 証 方 法 に 関 し 、 特 に Ｌ Ｓ Ｉ の 論 理 検 証 に 関 す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 複 数 の マ ス タ が 記 憶 領 域 を 共 有 す る シ ス テ ム の 検 証 方 法 に お い て 、 検
証 開 始 時 に 、 全 マ ス タ に 共 通 の ス コ ア ボ ー ド に 、 各 記 憶 素 子 の 各 ア ド レ ス と 対 応 付 け て そ
の ア ド レ ス に 記 憶 さ れ た デ ー タ の 初 期 値 を 設 定 し 、 各 マ ス タ が あ る 記 憶 素 子 の あ る ア ド レ
ス へ ラ イ ト ア ク セ ス す る 際 に 、 前 記 ス コ ア ボ ー ド に お い て そ の ア ド レ ス と 対 応 付 け ら れ た
デ ー タ を 、 書 き 込 ま れ る デ ー タ で 更 新 し 、 各 マ ス タ が あ る 記 憶 素 子 の あ る ア ド レ ス に リ ー
ド ア ク セ ス す る 際 に 、 そ の 記 憶 素 子 か ら 読 み 出 さ れ る デ ー タ と 、 前 記 ス コ ア ボ ー ド に お い
て そ の ア ド レ ス と 対 応 付 け ら れ た デ ー タ と の 比 較 を 行 な う こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ２ ７ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 全 マ ス タ に 共 通 の ス コ ア ボ ー ド に お い て 、 ラ イ
ト ア ク セ ス す る ア ド レ ス と 対 応 付 け ら れ た デ ー タ を 書 き 込 ま れ る デ ー タ で 更 新 し 、 リ ー ド
ア ク セ ス す る ア ド レ ス に 対 応 付 け ら れ た デ ー タ と 読 み 出 さ れ る デ ー タ と を 比 較 す る よ う に
し た の で 、 デ ー タ が 一 元 的 に 管 理 で き 、 各 テ ス ト プ ロ グ ラ ム の 中 で 記 憶 素 子 の デ ー タ を 取
っ て お く 必 要 が な く な る の で 、 容 易 に テ ス ト プ ロ グ ラ ム の 作 成 が 行 え 、 効 率 的 に 検 証 を 行
う こ と が 可 能 で あ る 。
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